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１．本研究会の名称は「スキル標準の在り方に関する研究会」（以下「研究会」）

とする。 
 
２．研究会の庶務は独立行政法人情報処理推進機構（以下「ＩＰＡ」）及び経済

産業省情報処理振興課（以下「情報処理振興課」）が共同で行う。 
 
３．研究会には座長は置かず、進行はＩＰＡ及び情報処理振興課の共同により

行う。 
 
４．研究会は原則として非公開で開催する。なお、研究会の議事要旨（無記名）

を作成し、研究会メンバーの確認の後、ＩＰＡが公開する。 
 
５．研究会で配布された資料は、原則公開とする。ただし、公開することによ

り支障があると研究会で認められた場合には、資料の全部又は一部を非公開

とすることができる。 
 
６．研究会の検討成果については、必要に応じてＩＰＡから公表する。 
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